
修正案第１号  

 

議案第２３号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例

を制定するについてに対する修正案  

  

地方自治法第１１５条の３及び宇治市議会会議規則第１７条の規

定により、見出しの修正案を別紙のとおり提出する。  

 

令和８年３月２５日提出  

 

           提出者 宇治市議会議員 坂 本 優 子  

 

                  同    大  河 直 幸  

 

                  同    谷  上 晴 彦  

 

 

宇治市議会議長  木 本 裕 章 様  



議案第２３号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例

を制定するについてに対する修正案  

 

 議案第２３号宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一

部を次のように修正する。  

 第１６条第１項第３号アの改正規定中「２２，７００円」を「１

２，７００円」に改め、同号イの改正規定中「１１，３５０円」を

「６，３５０円」に改め、同号ウの改正規定中「１７，０２５円」

を「９，５２５円」に改める。  

 第２３条第１項第１号イ（ア）の改正規定中「１５，８９０円」

を「８，８９０円」に改め、同号イ（イ）の改正規定中「７，９４

５円」を「４，４４５円」に改め、同号イ（ウ）の改正規定中「１

１，９１７円」を「６，６６７円」に改め、同項第２号イ（ア）の

改正規定中「１１，３５０円」を「６，３５０円」に改め、同号イ

（イ）の改正規定中「５，６７５円」を「３，１７５円」に改め、

同号イ（ウ）の改正規定中「８，５１２円」を「４，７６２円」に

改め、同項第３号イ（ア）の改正規定中「４，５４０円」を「２，

５４０円」に改め、同号イ（イ）の改正規定中「２，２７０円」を

「１，２７０円」に改め、同号イ（ウ）の改正規定中「３，４０５

円」を「１，９０５円」に改め、同条第２項後段の改正規定中「１

５，８９０円」を「８，８９０円」に、「７，９４５円」を「４，

４４５円」に、「１１，９１７円」を「６，６６７円」に、「１１

，３５０円」を「６，３５０円」に、「５，６７５円」を「３，１

７５円」に、「８，５１２円」を「４，７６２円」に、「４，５４

０円」を「２，５４０円」に、「２，２７０円」を「１，２７０円

」に、「３，４０５円」を「１，９０５円」に改め、同条第３項後

段の改正規定中「１５，８９０円」を「８，８９０円」に、「１１

，３５０円」を「６，３５０円」に、「４，５４０円」を「２，５

４０円」に改める。  

 


